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5月10日より緊急速報メールの運用を開始します 
 

福生市では、5月10日より緊急速報メールの運用を開始します。 
緊急速報メールは、㈱ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイル㈱、ＫＤＤI㈱の携帯電話

向けの災害情報伝達手段で、福生市内の各携帯電話基地局エリアの範囲内に滞在する「緊

急速報メール」受信機能を持つ携帯電話に情報を配信するシステムで、配信時点で市内に

滞留している方に配信されるため、災害発生時には市民以外の方にも有益な情報を発信す

ることができます。また、通常のメールとは違い、災害時の回線混雑による影響を受けに

くく、多数の携帯電話に即時配信を行うことができるため、災害時でも遅延なく配信でき

る見込みです。 
 
【配信内容】 
（１）避難準備情報  
（２）避難勧告  
（３）避難指示  
（４）指定河川洪水警報（はん濫注意情報を除く）  
注１ 上記以外にも緊急にお知らせする必要のある情報は配信します。 
注２ 緊急地震速報は、気象庁から直接配信されます。 
注３ ふっさ情報メールでも同内容の情報を配信します。 

 
【受信について】 
（１）各社とも申し込み手続き等は必要ありません。ただし、携帯電話の緊急速報メー

ルの受信設定をＯＮ（利用する）にする必要があります。 
（２）緊急速報メールが配信されると携帯電話の画面に配信内容を自動表示し、専用の

着信音が鳴ります。なお、圏外や通信中の場合は受信できません。  
（３）通信料、月額使用料、情報料を含めて、無料で受信できます。  
（４）緊急速報メールは、メールアドレスを用いずにエリア内の対応携帯電話への配信

を行います。このため、観光や仕事等で福生市を訪れた方でも受信できます。 
（５）「緊急速報メール」受信機能がない携帯電話には、情報が配信されません。 
 
【問合せ】 

総務部安全安心まちづくり課防災係 
℡０４２－５５１－１６３８（直通） 


